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【売払契約約款】 

 

第１条 売渡人は、買受人に対して別紙内訳書の物件を売り渡し、買受人は、これを別紙仕様書の条件により買

い受けるものとする。 

２ 買受人は、前項の仕様書に記載のない事項であっても契約の性質上当然必要なことについては、売渡人の指

示に従うものとする。 

３ 契約書及びこの約款に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

 

第２条 前条の売買における売買金額（以下「代金」という｡ ）は、表記のとおりとする。 

 

第３条 買受人は、代金を、売渡人が発行する納入通知書により、当該納入通知の納期限までに納付しなければ

ならない。 

２ 買受人は、前項に定める期限までに代金を納付しないときは、未納金額につき、遅延日数に応じ、年３％の

割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日の割合とする｡ ）で計算した額（１００円

未満の端数があるとき又は１００円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）を延滞違約

金として売渡人に支払わなければならない。 

 

第４条 物件の所有権は、買受人が代金を納付したとき、売渡人から買受人に移転するものとする。 

 

第５条 売渡人は、買受人が代金を完納したときは、速やかに売買物件を買受人に引き渡さなければならない。 

２ 買受人は、売渡人から物件の引き渡しを受けたときは、別紙仕様書に基づき引き渡し場所より速やかに搬出

しなければならない。 

 

第６条 買受人は、天災事変その他不測の事態により、引き渡しを受けた物件を搬出できないときは、その延長

を売渡人に申し出るものとする。この場合において、売渡人がやむを得ないものと認めたときは、これを延長

することができる。 

 

第７条 売渡人は、契約締結後、売り渡し物件についての契約不適合責任は負わない。 

 

第８条 契約締結後、天災事変その他売渡人及び買受人の責めに帰さない事由により売買物件が滅失又は損傷し

たときは、その滅失又は損傷が引き渡し前にあっては売渡人の負担とし、引き渡し後にあっては買受人の負担

とする。 

 

第９条 買受人は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供するこ

とはできない。 

 

第１０条 売渡人は、必要があるときは、買受人と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

第１１条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１） 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。 

（２） この契約に関して談合その他不正行為をしたとき。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当すると判明したとき。 

（４） この契約の解除を申し出たとき。 

（５） 買受人が次のいずれかに該当するとき。 

イ 法人の役員等又は使用人（法人の役員等とは、個人事業主並びに法人の代表者、役員（役員として登記

又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）及び支店又は営業所を代表する者をいう。

使用人とは、直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団

員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認め

られるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 法人の役員等又は使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 買受人が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約

の相手方とした場合（ヘに該当する場合を除く。）に、売渡人が買受人に対して当該契約の解除を求め、

買受人がこれに従わなかったとき。 

チ 世田谷区から暴力団等排除に関する勧告措置を受けた日から１年以内に再度勧告措置を受けたとき。 

（６） 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
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第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、買受人は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金とし

て売渡人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その支払いの必要がないと売渡人が認めたと

きはこの限りでない。 

（１） 前条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。 

（２） 履行の完了前に買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人

の債務について履行不能となったとき。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定

により選任された破産管財人 

（２） 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）  

の規定により選任された管財人 

（３） 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）  

の規定により選任された再生債務者等 

３ 前条及び前各項の契約解除は、第３条第２項の規定による延滞違約金の徴収を妨げない。 

 

第１３条 この契約の履行に要する費用は、すべて買受人の負担とする。 

 

第１４条 売渡人又は買受人は、必要があると認めたときは双方協議の上、この契約の全部又は一部を、変更し

又は中止することができる。 

 

第１４条の２ 買受人は、この契約の履行にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） この契約に関して、第三者から不当介入等（工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。

以下同じ。）を受けた場合は、その旨を速やかに売渡人に報告するとともに、警察に届け出ること。 

（２） この契約に関して、下請負人等（買受人が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託

者をいう。以下同じ。）が不当介入等を受けた場合は、買受人は当該下請負人等に対し、速やかに買受人

に報告及び警察に届け出るよう指導すること。 

２ 買受人は、買受人又は下請負人等が第１項各号の不当介入等を受けた場合は、売渡人が行う調査並びに警察

が行う捜査に協力しなければならない。 

３ 売渡人は、買受人又は下請負人等が第１項各号の不当介入等を受け、この契約の履行の遅延等が発生する恐

れがあると認められるときは、買受人が第１項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められ

る場合に限り、必要に応じて、工程の調整、契約期間の延長等の措置を講じるものとする。 

 

第１５条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書

に定めのない事項については、売渡人と買受人が協議の上で定めるものとする。 

 

第１６条 買受人は、この契約の履行にあたり、世田谷区公契約条例（平成２６年９月世田谷区条例第２７号）

を遵守しなければならない。 

 


